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・教育委員以外の出席者

稲田幸也事務局長
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次 第

平成２８年第７回本庄市教育委員会定例会 議事日程

平成２８年７月２１日（木）

午後４時開議 委員室

１．開 会

２．前回会議録の承認

３．会議議事録署名人の指名

４．議 事

（１）本庄市青少年問題協議会要綱の一部を改正する告示（議案第４２号）

（２）本庄市社会教育委員の委嘱について（議案第４３号）

（３）本庄市公民館運営審議会委員の委嘱について（議案４４号））

５．教育長の報告

６．その他

７．閉 会

配付資料

・「平成２８年第７回本庄市教育委員会定例会議案」

・「平成２８年第７回本庄市教育委員会定例会議案 新旧対照表」

・「平成２８年第７回本庄市教育委員会定例会議案関係例規」

・「教育長の行動記録」



主 管 課 教育総務課

会 議 の 経 過

教 育 長 ただいまから、平成２８年第７回本庄市教育委員会定例会を開会いたしま

す。

本日は、富沢教育長職務代理者並びに落合委員から欠席届が提出されてお

りますので、ご了承願います。

それでは、議事日程に従いまして、進めて参ります。

まず、前回会議録の承認をお願いします。

事 務 局 前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等ございま

せんでしたので、承認されております。

教 育 長 それでは、署名をお願いします。

続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。本日は、

岡崎委員にお願いいたします。

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。

本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案３件でございます。

それでは、議案第４２号について、事務局から説明を求めます。

山田事務局

次長兼生涯

学習課長

議案第４２号本庄市青少年問題協議会要綱の一部を改正する告示につい

てご説明申し上げます。

提案理由ですが、本庄市青少年問題協議会要綱第２条第２項に掲げる委嘱

者の表記の統一を図るため、所要の改正をしたいので、この案を提出するも

のでございます。

内容のご説明ですが、第２条第２項第９号中「会長及び副会長」を「代表」

に改めるものです。施行日は、平成２８年９月１日でございます。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑は、ございませんか。

教 育 長 いままでは、「会長及び副会長」の２人が入っていたのですか。

山田事務局

次長兼生涯

学習課長

はい、いままでは、２人が入っておりました。



教 育 長 それを１人にするということですか。

山田事務局

次長兼生涯

学習課長

会から２人出ていただくということで、「代表」に変えるものでございま

す。

岡崎委員 いままで、特に意味があって「会長及び副会長」にしていたというわけで

はないということですか。

山田事務局

次長兼生涯

学習課長

いままでは、「校長会」の「会長」と「副会長」ということでしたが、今

後は「会長職」「副会長職」ではなく、「校長会」の代表の方ということで、

他の団体の表記と統一するために改めるものでございます。

教 育 長 ほかに、ございませんか。

≪質疑なし≫

それでは、議案第４２号については、原案のとおり承認することで、ご異

議ございませんか。

教育委員 異議なし。

教 育 長 異議がありませんので、議案第４２号本庄市青少年問題協議会要綱の一部

を改正する告示については、承認することに決定しました。

次に、議案第４３号について、事務局から説明を求めます。

山田事務局

次長兼生涯

学習課長

議案第４３号本庄市社会教育委員の委嘱についてご説明申し上げます。

提案理由でございますが、本庄市社会教育委員の任期が平成２８年７月３

１日に終了するため、本庄市社会教育委員設置条例第２条の規定に基づき新

たに社会教育委員を委嘱したいので、この案を提出するものでございます。

議案内容をご説明いたします。

１の氏名等でございますが、氏名と略歴を申し上げます。

新任の方でございます。

中村美和、本庄市ＰＴＡ連合会・本庄南中学校ＰＴＡ会長。須藤成光、

本庄市老人クラブ連合会会長。

次の１５名の方につきましては、再任でございます。

深澤茂実、市立小中学校校長会・秋平小学校長。村田文彦、市立小中学校

校長会・本庄南中学校長。明堂純子、本庄市婦人会会長。井上健治、本庄市

子ども会育成会連合会顧問。巴龍男、本庄市体育協会会長。木村登志男、本

庄市青少年育成市民会議副会長。都丸幸子、子育て応援団「本庄びすけっと」

代表。田邊晶子、ＮＰＯ法人本庄子育てネット代表。芦澤吉一、心豊かな子

どもの育つふるさとづくりの会会長。高橋和美、本庄市議会議員。金子喜美

子、本庄市議会議員。清水正一、本庄市自治会連合会・本町自治会長。森本

道彦、本庄市自治会連合会・宮内自治会長。吉田豊彦、本庄市公民館運営審

議会会長。野本壽永、公募。



生年月日、住所につきましては、記載のとおりでございます。

２の任期でございますが、平成２８年８月１日から平成３０年７月３１日

までの２年間でございます。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑は、ございませんか。

≪質疑なし≫

それでは、特に質疑がありませんので、議案第４３号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。

教育委員 異議なし。

教 育 長 異議がありませんので、議案第４３号本庄市社会教育委員の委嘱について

は、承認することに決定しました。

次に、議案第４４号について、事務局から説明を求めます。

山田事務局

次長兼生涯

学習課長

議案第４４号本庄市公民館運営審議会委員の委嘱についてご説明申し上

げます。

提案理由でございますが、本庄市公民館運営審議会委員の任期が平成２８

年７月３１日に終了するため、本庄市公民館運営審議会条例第２条第２項の

規定に基づき新たに公民館運営審議会委員を委嘱したいので、この案を提出

するものでございます。

議案内容をご説明いたします。

１の氏名等でございますが、氏名と略歴を申し上げます。

新任の方でございます。

板垣みや子、本庄公民館利用者団体協議会会長。松井昭英、本庄西公民館

利用者団体協議会副会長。茂木宏子、本庄南公民館利用者団体協議会会長。

橋本マサエ、仁手公民館利用者団体協議会会長。塩原小百合、旭公民館利用

者団体協議会会長。廣島五郎、北泉公民館利用者団体協議会会長。吉田正保、

照若町自治会長。南谷千恵、本庄西中学校ＰＴＡ会長。立花勲、本庄市文化

団体連合会副会長。堀口保江、児玉公民館利用者団体協議会会長。

次の８名の方につきましては、再任でございます。

田中輝好、本庄市議会議員。寺尾好夫、旭小学校長。関根栄一、本庄東中

学校長。廣島静子、本庄市婦人会副会長。遠藤剛、本庄東公民館利用者団体

協議会会長。小林弘子、藤田公民館利用者団体協議会会長。吉田豊彦、児玉

町社交ダンス愛好会代表。山下梅子、共和公民館利用者団体協議会会長。

生年月日、住所につきましては、記載のとおりでございます。

２の任期でございますが、平成２８年８月１日から平成３０年７月３１日

までの２年間でございます。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。



教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑は、ございませんか。

岡崎委員 公民館は市内にいくつあるのですか。

山田事務局

次長兼生涯

学習課長

１１館ございます。

岡崎委員 １１館に属する何らかの関係の方々が、この委員に選ばれているわけです

か。

山田事務局

次長兼生涯

学習課長

各公民館の利用者団体の関係者の方が入っております。非常勤特別職の配

置が９公民館、直接市の職員が配置されている公民館が２館あり、９団体の

９人が特別職の審議会委員に選ばれております。

岡崎委員 はにぽんプラザはこの中の団体には入っていないのですか。

山田事務局

次長兼生涯

学習課長

はにぽんプラザは公民館という位置づけではありませんので、これとは別

になります。

教 育 長 ほかに、ご質疑は、ございませんか。

≪質疑なし≫

それでは、特に質疑がありませんので、議案第４４号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。

教育委員 異議なし。

教 育 長 異議がありませんので、議案第４４号本庄市公民館運営審議会委員の委嘱

については、承認することに決定しました。

これで議事を終了します。

次に、議事日程５の「教育長の報告」へ移ります。「行動記録」をご覧く

ださい。

前回６月２３日の定例会以降の行動記録について、別紙のとおり報告させ

ていただきます。

主だったところについて説明させていただきます。

２６日日曜日、子供大学ほんじょうの入学式が行われ出席しました。

児玉郡市１市３町の小学校５,６年生を対象としておりますが、本市から

は３５名の児童が入学しました。１２月３日の修了式まで全１５回の講義等

が予定されています。

２７日月曜日、旭小学校を訪問しました。この日は北部教育事務所の教育

支援担当・学力向上推進担当と市教育委員会の合同による訪問があり、これ

にあわせて学校訪問しました。この合同の訪問は、県と市の指導主事が朝か

ら夕方までの丸１日の訪問となり、先生方一人ひとりの授業をつぶさに見さ

せていただき、分科会、全体会等を行い指導、支援を行うものです。この訪



問は大変貴重な研修の場であり、学校も力を入れておりますので、私もでき

る限り行かせていただいております。

２８日の中央小、７月４日の本庄南小、６日の藤田小、１３日の本庄南中

も同様の訪問です。

８日には都市教育長協議会定例協議会が吉川市で行われました。県内４０

市の教育長により構成される協議会です。次回１０月７日は本庄市を会場に

開催されます。

９日には、本庄早稲田の杜地域連携展覧会２０１６の開会式が行われまし

た。平成２４年に本庄市と早稲田大学と連携して本庄地域周辺の文化財を広

く紹介する展覧会として始まり、昨年から、本庄市、美里町、神川町、上里

町の教育委員会との共催となり、今年は「古代のこだま地域－奈良・平安時

代のくらし－」展として８月２日まで開催されております。

１３日には埼玉県博物館連絡協議会前期研究会が本市で行われました。こ

の会は埼玉県内の公立の博物館等の会で、当日は、本庄市の文化財と題して

研究会がもたれ、その後本庄市立歴史民俗資料館を見学しました。

１４日は人間ドックを受診しました。服務の扱いは、新たに定められまし

た条例により他の一般職員の例によることとなっており、職務に専念する義

務が免除されることとなっております。

１５日は本庄上里学校給食組合教育委員会の第２回定例会が開催されま

した。第２号議案本庄上里学校給食センター運営委員会の委嘱についてと第

３号議案平成２８年度本庄上里学校給食組合学校給食基本計画実施計画に

ついての２本があり、慎重審議の結果第２号議案については原案通り、第３

号議案については一部修正して可決されました。

以上でございます。

次に、議事日程６の「その他」へ移ります。事務局から何かございません

か。

浅香教育総

務課長

教育総務課から２点ございます。

一つは、６月２７日に開催されました総合教育会議の議事録案があがりま

した。内容を見ていただき、修正等がありましたら７月２９日までに事務局

の企画課へご連絡いただきたいそうです。

もう一つは、本庄市ＰＴＡ連合会による懇談会が、８月２４日水曜日１８

時から本庄商工会議所で行われる予定です。その後の懇親会はお隣の「三舟」

が予定されております。正式なご案内がまもなく来ると思いますが、ご予定

をお願いします。

以上でございます。

教 育 長 ほかに何かございますか。

山田事務局

次長兼生涯

児玉中央公民館の臨時休館についてですが、平成２８年８月２９日に病害

虫駆除のための薫蒸消毒を全館内で実施するため、本庄市公民館の設置及び



学習課長 管理に関する条例第４条第２項の規定に基づき臨時休館とさせていただき

ます。

以上でございます。

教 育 長 ほかに何かございますか。

≪なし≫

ただいまの２課の報告につきまして、何かご質問等ございますか。

岡崎委員 児玉の臨時休館は、「アスピアこだま」も入るのですか。

山田事務局

次長兼生涯

学習課長

「アスピアこだま」は入りません。セルディになります。

教 育 長 よろしいでしょうか。

次に、次回定例会の日程を確認いたします。

第８回定例会を８月１８日木曜日午後２時３０分から、場所は市役所委員

室となりますが、皆様ご都合はよろしいでしょうか。

教育委員 ≪異議なし≫

教 育 長 それでは、平成２８年第９回定例会の日程について、事務局から説明を求

めます。

浅香教育総

務課長

９月定例会は 第３木曜日の１５日が市議会の一般質問日、第４木曜日の

２２日が祝日であるため、第５木曜日の９月２９日木曜日１４時３０分から

の開催を提案いたします。

教 育 長 それでは、来月、再度確認いたしますが、平成２８年第９回定例会を９月

２９日木曜日午後２時３０分からの開会で予定しておきたいと思います。

以上で、平成２８年第７回本庄市教育委員会定例会を閉会いたします。


